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（移行第５版） 

 

 

 

 

重 要 事 項 説 明 書 
 

 

  重要事項説明書は、事業所と利用契約の締結を希望される方に対して、  

事業所の概要やサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこと等を説明 

するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 

ウェルコミュニティ飛騨 

 

 

岐阜県高山市山田町８６３番地２２号 

TEL /FAX 0577-35-9506  
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１．事 業 者（法人の概要） 

名    称 特定非営利活動法人 ウェルコミュニティ飛騨 

所  在  地 岐阜県高山市片原町１２番地 

電 話 番 号 ０５７７－３６－５２０４ 

代  表  者  柏 木 真 司 

設立年月日 平成１８年９月２５日 

 

２．事業所の概要 

事 業 の 種 類 就労移行支援事業 

事 業 の 目 的 障害者の職業自立に向けたサポートを行い、自分たちの

能力を発揮できるような就労機会の拡充を図る。 

事 業 所 の 名 称 ウェルコミュニティ青空作業所 

事業所の所在地 高山市山口町１２９７－１ 

電 話 番 号 0577-35-1559 

 管 理 者  宇野 まい 

運営方針 障害者の職業自立に向けた職業能力開発、就職支援活

動、職場開拓ならびに職場定着のための相談支援を行う

ものとする。又、利用者の意思及び人格を尊重し、常に

利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。 

開 設 年 月 平成２５年１１月１日 

 

３.事業実施地域          高山市および飛騨市・下呂市 

 

４．事業の対象者          全ての障害者 

 

５．営業日・時間と利用定員 

営 業 日 月曜日～金曜日 月 2回土曜日 

（日曜、祝日、年末年始は休み） 

サービス提供時間 午前８時３０分～午後４時００分 

定 員        1０名 

６．職員の体制 

 

職種ならびに 

職務内容 

 

サービス管理

者：個別支援計

画の 作成、利

用者の サービ

スの管理 及び

評価 

職業指導

員：     

利用者の    

職業指導 

 

生活支援

員：       

利用者の   

生活支援 

 

就労支援

員:利用者

の 就労

支援 

常勤職員 １名 1名 1名 １名 
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７．事業所の施設設備の概要 

  室   名 設備の概要 

作業室２室（専用） 

洗面所・便所（共用） 

相談室（共用） 

静養室・休憩室（共用） 

多目的室（専用） 

食堂台所（共用） 

事務室（共用） 

万が一に備え、非常口表示案内、消火器・火災報知

設備を設置。 

 

８．事業所が提供するサービスについて 

（１） サービス内容（契約書第４条） 

   当事業所では、下記のサービスを提供します。 

① 就労移行支援計画の作成 

② 就労に必要な知識、能力を向上するための訓練 

③ 就労機会の提供（施設外就労及び施設外支援を含む） 

④ 一般就労に向けた支援（職場定着支援を含む） 

⑤ 社会生活適応訓練（余暇支援含む） 

⑥ 訪問支援 

⑦ 送迎サービス 

（２） 利用者負担額（契約書第５条） 

上記サービスの利用に対して、負担上限月額をお支払いいただきます。 

但し、高山市在住の方は、市が全額負担します。 

  負担上限月額について 

   所得に応じて市町村が決定いたします。 

（３） 利用にかかる実費負担 

下記の費用は、実費をいただきます。 

① 弁当を注文した場合の代金 

② その他必要な費用 

レクリエーション活動等において、利用者に負担していただくこ

とが適当であるものについては実費をお支払いいただきます。 

（４） 利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法（契約書第５条） 

前記の料金・費用は日ごとに計算し、１ヶ月分まとめて請求しますの

で、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

① 窓口での現金支払い 

② 作業工賃からの控除 

（５） サービス利用の辞退（契約書第６条） 

① サービスの利用を辞退することができます。この場合にはサービス
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実施日の前日午後５時までに事業者に申し出て下さい。 

② サービス実施の前日午後５時までに申し出がなく、当日になって利用

を辞退された場合、取消料として料金をお支払いいただく場合がありま

す。但し、利用者の体調不良等やむをえない場合はいただきません。 

前日午後５時までに申し出があった場合 無 料 

前日午後５時までに申し出がなかった場合 実費相当額 

９．サービス利用にあたっての留意事項 

指導員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。 

（１）通勤途中ならびに作業中の事故、怪我等には十分留意すること。 

（２）施設・設備は大切に扱い、他の者の迷惑にならないよう利用すること。 

１０．受給者証の確認（契約書第３条） 

   「住所」ならびに「利用者負担額」、「支給量」「障害程度区分」など

「受給者証」の記載内容に変更があった場合は、できるだけ速やかに当事

業所従事者にお知らせ下さい。また当事業所従事者が「受給者証」の確認

をさせていただく場合には、提示して下さい。 

１１．サービス実施の記録ならびに情報の提供について 

（１）サービス実施記録の確認 

   当事業所では、実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容

の確認をしていただきます。内容に間違いやご意見があれば申し出て下さ

い。なお、この記録は５年間保存します。 

（２）利用者の記録や情報の管理、開示について（契約書第８条） 

   当事業所では、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応

じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写等の費用は、利用

者の負担となります。） 

（３）関係機関等への情報の提供について 

   当事業所において知り得た利用者及び家族の記録や情報は、就労支援の

際など、利用者に利益がある場合に限り、本説明時において了解を得たう

えで関係機関等へ情報提供いたします。 

１２．非常時対応について 

（１）対応方法 

サービスの提供によって事故等が生じた場合には、速やかに利用者の家

族に連絡し、さらに医療機関への連絡を行うなど必要な措置を講じます。 

   災害に備え、防火管理等について責任者を定め、定期的に防災訓練を行

います。 

（２）協力医療機関 

   ＪＡ岐阜厚生連 高山厚生病院 

１３．虐待防止について 
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 利用者の人権の擁護、虐待防止のため、責任者を定め必要な措置を講じま

す。 

１４．傷害保険等への加入 

   当事業所の利用にあたり、ご希望により傷害保険等をご紹介いたしま

す。 

１５．苦情等の受付 

（１）当事業所における苦情の受付ならびにサービス利用にかかる相談 

   サービスに対する苦情やご意見、利用の手続きなどに関する相談、利用

者の記録等、情報開示の請求は以下の窓口で受け付けます。 

   ○担当者    柏木真司 

   ○受付時間   月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時まで 

           （但し、日曜祝日、年末年始を除きます。） 

（２）その他、相談苦情受付機関 

高山市役所  

福祉課 

所在地 高山市花岡町２－１８ 

電話番号 ０５７７－３５－３１３９ 

飛騨市役所  

   障がい福祉課 

所在地 飛騨市古川町若宮２－１－６０ 

電話番号 ０５７７－７３－７４８３ 

下呂市 

    社会福祉課 

所在地 下呂市萩原町萩原１１６６－８ 

電話番号 ０５７６－５２－３９３６ 

白川村 

      村民課 

所在地 大野郡白川村鳩谷５１７ 

電話番号 ０５７６９－６－１３１１ 

 

                        平成  年  月  日     

 

私は、サービス提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

 

説明者名                     印 

 

 私は、本書面に基づいて上記説明者から重要事項の説明を受け、サービスの

利用に同意しました。 

 

利用者住所 

利用者氏名                    印 

 （未成年の場合は保護者名              印） 

 

 
この重要事項説明書は、厚生労働省令第８０号（平成１４年６月１３日）第５９条の規

定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 


